
「時間外労働・休日労働に関する協定」
の届出を忘れていませんか。

事業主のみなさまへ

徳島労働局労働基準部監督課

徳島労働基準監督署：088-622-8138
鳴門労働基準監督署：088-686-5164

三好労働基準監督署：0883-72-1105
阿南労働基準監督署：0884-22-0890

「時間外労働・休日労働に関する協定」には有効期間が設定され
ており、少なくとも年に１回の更新（締結・届出）が必要です。

詳しくは、徳島労働局労働基準部監督課（℡088-652-9163）
又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

労働基準法においては、法定労働時間を超えて、また休日に労働させることは
原則として、「禁止」されています。この規定に違反した場合、６ヶ月以下の懲役
又は３０万円以下の罰金に処せられる場合があります。

【法定労働時間及び休日について】
・休憩時間を除いて、１日に８時間、１週間に４０時間を超えて労働させてはいけません。
・毎週少なくとも１日の休日か、４週間を通じて４日以上の休日を与えなければなりません。

従業員の方に法定労働時間を超えて、また休日に働いてもらうためには、
「時間外労働・休日労働に関する協定」（以下、「協定」という。）を
書面によって締結し、事前に管轄の労働基準監督署へ提出しなければなり
ません。

「協定は締結していないが、きちんと残業代を支払っているので、大丈夫だ！」
と思われている経営者の方がいらっしゃるかもしれませんが、そもそも協定を締
結し、提出することなく、時間外又は休日に労働させることはできません。

もちろん、協定を締結・提出するだけでなく、就業規則等において、時間外労
働・休日労働を命じることができる旨をあらかじめ定めておくことが必要であり、
また時間外労働・休日労働に対しては割増賃金を支払わなければならないこと
にも、ご留意ください。

※ 就業規則についても点検していただき、管轄の労働基準監督署への届出等
をお願いします。



様式は、最寄りの労働基準監督署でお配りしているほか
徳島労働局ホームページからもダウンロードできます。

http://tokushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home.html

こちらをクリックしてください。

記入例

代表者は適切な方法で選出してください。
自署又は記名押印をお願いします。

平成２５年２月


